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第一部　労働者状態

III　労働者の生活

８　標準生計費

人事院の標準生計費

　これは国家公務員の労働基本権制限の代償として人事院の給与改定勧告を作成するうえでの参

考資料として算出されているものである。しかし、公共企業体などの労働組合に組織されている労

働者をはじめ、多くの組織労働者および最低賃金法の適用をうける未組織労働者の賃金決定にも

影響を与える性格をもっている。一九八四年四月の世帯人員別生計費は、全国の四人世帯で二三

万一〇五〇円となる（第47表）。

厚生省の生活保護基準

　生活保護法の適用をうける場合、その基準となる生計費を生活保護基準といい、この生活保護基

準を下回るものにたいして所得補充がおこなわれることになっている。東京など大都市（一級地）の

生活保護標準世帯（三五歳男、三〇歳女、九歳男、四歳女の計四人）にたいする一九八四年度の

生活扶助額は月額一五万二九六〇円、これに教育扶助一六六〇円、住宅扶助九〇〇〇円が加算

され、さらに、学校給食費、通学交通費などの実費が支給され、社会保険料、通勤費などが控除さ

れる（第48表）。

【参考資料】(1)総務庁統計局「消費者物価指数」、同「家計調査報告書」、(2)経済企画庁「国民生活

白書」、(3)国民春闘共闘会議「第一一回家計調査の結果」「統計調査月報」八五年六月号、(4)全民

労協「『中流意識』下のゆとりなき生活」八五年二月、(5)労働大臣官房政策調査部編「中高年ホワイ

トカラーの意識」大蔵省印刷局、八五年七月、(6)同盟「労働時間短縮に関する組合員の妻の意識

調査結果報告書」八四年二月、(7)内閣総理大臣官房広報室「物価上昇感に関する世論調査」八四

年一二月実施。
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